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2018年12月26日 

各   位 

会 社 名  パ ス 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役ＣＥＯ  中原 信一郎 

                （コード番号3840 東証二部） 

問合せ先 執行役員管理本部長  梶川 量由 

 （TEL．03-6823-6664） 

 

当社子会社であるBlockshine Japan株式会社と 

First Growth Funds Limitedとの業務提携契約の締結についてのお知らせ 

 

 

当社子会社であるBlockshine Japan株式会社（以下、「Blockshine Japan」という）は、オーストラリア証券

取引所（ASX）に上場しているFirst Growth Funds Limited (以下、「FGF社」という)とブロックチェーン事業に

おいて、2018年12月7日に業務提携契約を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．業務提携の目的と背景 

Blockshine Japanは、2018年７月20日に公表した「BGL 社及びBlockshine 社との日本国内におけるブロ

ックチェーン事業の共同事業展開に関する包括的業務提携契約の締結についてのお知らせ」および 2018 年８

月６日に公表した「ブロックチェーン事業計画についてのお知らせ」のとおり、Blockchain Global Limited 

グループとの日本国内におけるブロックチェーン事業の共同事業展開を行っております。 

今回、業務提携契約を締結した相手方であるFGF社は、豪州において、上場企業・非上場企業の株式・社債

への投資、ブロックチェーン関連企業への株式・社債への投資、ICO実施企業への ICO前後の投資、トークン

を担保としたローンの提供を展開している上場投資会社です。さらにFGF社は仮想通貨の取り扱いについて深

い知見を有しており、豪州上場企業が第三者割当増資を実施する時の対価として自社発行トークンを活用する

場合のスキーム構築などのファイナンス・アドバイザーも行っております。 

本提携により、Blockshine Japanの顧客がシンガポールで設立した現地法人を通じて発行する自社トークン

（注１）で、FGF 社がファイナンス・アドバイザー契約を締結した先である豪州上場企業が第三者割当増資を

実施する際に、払込対価として利用する機会が今後創出される余地がうまれます。これにより、Blockshine 

Japan の顧客がシンガポールで設立した現地法人が発行する自社トークンの活用方法の多様化、サービス向上

へつながり、両社の更なるブロックチェーン事業の発展に資することから業務提携を契約するに至りました。 

（注１）当該自社トークンは海外の投資家を対象としたもので、日本国内の居住者(含む日本企業)を対象とし

たものではありませんので、日本居住者はこれを購入することはできません。日本居住者への転売も

禁止されています。 

 

２．業務提携の内容 

（１）Blockshine Singaporeの海外顧客が発行する新規トークンでオーストラリア証券取引所（ASX）に上場

している企業が実施する第三者割当増資への払込案件における海外顧客の紹介（注２）（注３） 

（２）Blockshine Singaporeの海外顧客が発行する新規トークンを担保としたローンの提供（ローンはFGF社
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が行う）における海外顧客の紹介（注２） 

（３）Blockshine Singaporeの海外顧客とFGF社が投資する企業との業務・資本提携における海外顧客の紹介 

 

（注２）Blockshine Japanは、個別案件には関与せず、Blockshine Japanの100％子会社であるBlockshine 

Singapore Pte,Ltd.(以下、「Blockshine Singapore」という）が、顧客のシンガポール現地法人をFGF

社に紹介し、具体的な案件内容、スキーム、契約内容、契約交渉などは、FGF 社と顧客シンガポール

現地法人で直接行って頂きます。 

（注３）オーストラリア証券取引所（ASX）のルールでは、第三者割当増資の対価が何によって行われるかにつ

いて明文化しておりません。そのため、今後仮想通貨の規制強化によって自社トークンを対価とする

第三者割当増資が認められなくなった場合には、当該スキームに影響を及ぼす可能性があります。な

お、当該スキームに関して、豪州のAGILE Legal Consultingよりリーガルレポートを受領しており、

現時点では問題ないと判断しております。 

 

 

３．業務提携先の概要 

（１） 商  号 First Growth Funds Limited 

（２） 所 在 地 Level 5, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 

（３） 代表者の役職・氏名 CEO ANOOSH MANZOORI 

（４） 資 本 金 67,155,788ドル （約5,439百万円） 

（５） 事 業 内 容 １. 上場企業・非上場企業の株式・社債への投資 

２. ブロックチェーン関連企業への株式・社債への投資 

３. ICO企業へのICO前後の投資 

（６） 設 立 年 月 日 1986年10月14日 

（７） 上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 なし 

人 的 関 係 なし 

取 引 関 係 なし 

関連当事者への 

該 当 状 況 

なし 

（８）当該会社の最近の経営成績および財政状態 

決算期 2016年６月 2017年６月 2018年６月 

純資産 
838,563ドル 

（約67百万円） 

2,041,693ドル 

（約165百万円） 

11,650,164ドル 

（約943百万円） 

総資本 
838,563ドル 

（約67百万円） 

2,041,693ドル 

（約165百万円） 

11,650,164ドル 

（約943百万円） 

収入 
677,877ドル 

（約54百万円） 

△98,596ドル 

（約△７百万円） 

785,184ドル 

（約63百万円） 

営業利益 
△481,824ドル 

（約△39百万円） 

△872,389ドル 

（約△70百万円） 

△823,090ドル 

（約66百万円） 

当期純利益 
△481,824ドル 

（約△39百万円） 

△872,389ドル 

（約△70百万円） 

△823,090ドル 

（約66百万円） 

（注）ドル・日本円の為替レートを便宜上１オーストラリア・ドル＝81円で換算しております。 
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４．子会社Blockshine Japan株式会社の概要 

（１） 商  号 Blockshine Japan株式会社 

（２） 所  在  地 東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 

（３） 代 表者 の役 職・ 氏名 代表取締役CEO 赤坂 惠司 

（４） 資  本  金 50百万円 

（５） 事  業  内  容 

１．ブロックチェーン技術を活用したプラットフォーム、アプリケ

ーション等に関するコンサルティングの提供 

２．ICO（Initial Coin Offering）コンサルティングの提供 

（６） 設  立  年  月  日 2018年８月24日 

（７） 大 株主 及び 持株 比率 パス株式会社 51％ 、Blockchain Global Limited 49％ 

（８） 
上場会社と当該会社との 

関 係 

資本関係 上場会社が51％出資する連結子会社となります。 

人的関係 
当社執行役員１名が当該子会社の取締役に就任 

当社常勤監査役１名が当該子会社の監査役に就任 

取引関係 当該会社の総務・経理業務を当社が受託 

  

５．日程 

 業務提携締結日：2018年12月７日 

 

６．今後の見通し 

現時点においては、2019 年３月期の当社連結業績予想への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、

同事業の展開で業績への影響が生じた場合は、明らかになり次第すみやかに公表いたします。 

 

以 上 


